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回覧 道路を横断するときは、「止まる」、「見る」、「目立つ」を徹底しよう。

暴力団に関する情報提供と早期の届出・相談
～ちょっとしたことでもすぐ相談を～

【暴追ダイヤル（県警本部組織犯罪対策課）】
?０２６ー２３５ー１２２４（２４時間受付※夜間休日は警察本部当直対応）

【長野県暴力追放県民センター】
?０２６ー２３５ー２１４０（ＡＭ９：００～ＰＭ４：３０）

【匿名通報ダイヤル（警察庁）】
～有力な情報には最高「１０万円」支給
?０１２０－９２４－８３９（月曜～金曜、ＡＭ９：３０～ＰＭ６：１５）
インターネット www.tokumei２４.jp
モバイルサイト www.tokumei２４.jp/i      <プライバシーは守ります＞

窓
口

情報提供・相談

暴力団による犯罪の
被害者等に対して
支援する制度

次のような制度
があります

○犯罪被害者給付金制度
○弁護士初回無料相談
○保護対策 など

被害届・相談
事件化・アドバイス

困っていませんか

暴力行為・不当要求

検挙・中止命令
勧告

解決

暴力団が一番恐れるのは、被害
者が警察に被害届を出したり相談
をすることです。
ちょっとしたことでも、勇気を

出して、相談してください。
暴力団に関する情報があれば

警察に情報提供をお願いします。

犯 罪 被 害 者 週 間
１１月２５日（土）～１２月１日（金）

犯罪による被害は、心や体が傷つけられるだけではありません。
犯罪被害者やそのご家族は、被害を受けた後も様々な困難に直面し、苦しめられています。
犯罪被害者やそのご家族が受けた被害の軽減や回復には、周囲の方の理解や共感、配慮、協力が

とても大切です。
犯罪被害者週間の機会に、犯罪被害者支援に対する理解を深めましょう。

被害にあわれた方への接し方 警察における被害者支援制度
普段であれば何でもない言葉が、犯罪被害者やそのご家族に

苦痛を与える場合があります。
もし、身近に被害にあわれた方がいたら、寄り添い、共に歩む

気持ちで言葉をかけてください。
人の気持ちの温かさを感じられることが、犯罪被害者やその

ご家族の回復への大きな一歩につながります。

○ 犯罪被害給付制度
○ 各種公費支出制度
○ カウンセリング支援制度
○ 指定被害者支援要員制度
○ 被害者連絡制度




